
資料２ 

 

 

 

地域医療構想策定後の取組み（案）について 

 

○調整会議の設置・運営について 

○病床調整の手続について 

○回復期病床の転換補助金に係る事業決定手続について 

 

 

 

 

 



 



基本地域 幡多 高幡 仁淀川 高知市 嶺北 物部川 安芸 

管轄（福祉）
保健所 

幡多 須崎 中央西 高知市 中央東 安芸 

構想区域 幡多 高幡 中央 安芸 

地域医療構想策定 
ワーキンググループ 

地
域
医
療
構
想
策
定 

医療審議会 

保健医療計画評価推進部会 

各福祉保健所 
（日本一の健康長寿県構想地域推進協議
会や地域医療体制部会等を活用） 

地域医療構想調整会議連合会 

高知県医師会 
地域医療ビジョン対策委員会 

・医療関係者、市町村、住民患者等から広く
意見聴取し、WGと意見交換 

  （新基金についても） 

・具体的に構想圏域ごとの医療
提供体制について協議 

・地域医療構想についての諮問答申 

・WGからの案について、意見・評価 

・医師会を中心に各病院団体等が協議する場 

安芸調
整会議 

幡多調
整会議 

高幡調
整会議 

中央地区調整会議 

仁淀川
部会 

高知市
部会 

嶺北 
部会 

物部川
部会 

医療法第３０条の１４による調整会議 【議事①②③④(⑤⑥)】 

高度急性期等広域で調整が必要な時に開催  【議事⑤⑥】 
（情報の共有及び基金事業等の地域に密接した事項以外はすべて） 

情報共有及び地域に密接する調整時には、地域の委員に限定して地域ごとに開催【議事①④(②③)】 
 （法定の調整会議の開催とする。） 

※中央地区調整会議の委員は、各部会（仁淀川、高知市、嶺北、物部川）の委員で構成する。 

○ 連合会の委員は、保健医療計画評価推進部会（構想策定後にワーキンググループの構成員を継承して改組）に、 
 各地区調整会議の議長を加えて構成。 

【地域医療構想調整会議連合会について】 

○ 高知県の特殊事情として、中央地区への患者流入が多数あるため、病床に係る協議は各区域ごとでは完結しな 
 いため、原則連合会で調整等を図る。 

※在宅医療や地域包括ケア等については、これまで保健所ごとに協議を重ねてきており、 
 引き続き、その協議会で情報の共有や意見等の収集を行っていくことが重要 

地域医療構想の推進体制（案） 

「地域医療構想調整会議」の構成 



地域医療構想調整会議の設置・運営について

１　各地域における調整会議について

○福祉保健所及び高知市保健所が設置する各会議体の委員に対し、調整会議委員への就任を依頼
○次の議題を扱う定例会議は年度末に一回（福祉保健所が開く各会議と一体的に開催するが、設置要綱に基づく独立した会議体とする）

・病床機能報告制度による情報等の共有
・地域医療介護総合確保基金都道府県計画に盛り込む事業に関する協議

○その他の議題については、必要に応じ随時開催

２　福祉保健所における各会議体について

物部川部会 嶺北部会 高知市部会 仁淀川部会

所管福祉保健所 安芸福祉保健所 高知市保健所 中央西福祉保健所 須崎福祉保健所 幡多福祉保健所

会議体の名称

日本一の健康
長寿県構想
安芸地域

推進協議会

日本一の健康長寿
県構想

南国・香南・香美地域

推進協議会

日本一の健康
長寿県構想
嶺北地域

推進協議会

高知市在宅医療・
介護連携

推進協議会（仮称）

（H28新設）

中央西地域
在宅療養

推進連絡会
（H28新設）

日本一の健康
長寿県構想
高幡地域

推進協議会

日本一の健康
長寿県構想
幡多地域

推進協議会

○福祉保健所会議体の委員構成：保健医療関係者、福祉関係者、住民、市町村
○上記の外、医療保険者についても、保険者協議会に対し各調整会議に係る委員候補者の推薦を依頼
○中央区域調整会議は、各部会の委員で構成

＜本年度のスケジュール＞
7～10月　各会議体の第1回会議において、調整会議委員への就任を依頼
12月 　　構想策定後、文書にて委員就任の承諾を依頼　→　承諾書受領（調整会議の設置）
12月 　　回復期病床の転換補助金の交付先について、各調整会議委員へ文書にて意見照会
2～3月　各会議体の第2回会議に併せて、第1回調整会議を開催

３　地域医療構想調整会議連合会について

○連合会の体制（案）
　・高知県医療審議会保健医療計画評価推進部会（構想策定後に地域医療構想策定ＷＧの委員を継承して改組）の委員に各区域の調整会議の議長を加えて構成
○高知県医療審議会保健医療計画評価推進部会の定例開催（保健医療計画の評価）時に、各区域の調整会議の状況を併せて報告
○特に次の議題については、中央区域への患者流出と密接に関連するため、各区域の調整会議における協議を経た後、連合会での協議を実施

・過剰な病床機能への転換に関する協議（法30条の15）

幡多区域
調整会議

中央東福祉保健所

調整会議
安芸区域
調整会議

中央区域調整会議 高幡区域
調整会議



議事 開催時期 参加する関係者 

通 

常 

の 

開 

催 

（
法
30

の
14

②
） 

病
床
の
機
能
分
化
・
連
携
の
推
進 

①地域の病院・有床診療所が担う
べき病床機能に関する協議 

地域の実情に応じて、都道府県が随時
開催 

議事等に応じ、都道府県が選定 

②病床機能報告制度による情報等
の共有 

病床機能報告制度や地域医療介護総合
確保基金のスケジュールを念頭に 
定期的に開催 

医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、
病院団体、医療保険者、市町村など幅広い
関係者のうちから都道府県が選定 ③地域医療介護総合確保基金都道

府県計画に盛り込む事業に関する
協議 

そ
の
他 

④その他の地域医療構想の達成の
推進（地域包括ケア、人材の確保、
診療科ごとの連携など）に関する
協議 

地域の実情に応じて、都道府県が随時
開催 

議事等に応じ、都道府県が選定 

病
院
の
開
設
・
増
床
、

医
療
機
能
の
転
換
へ

の
対
応 

⑤開設・増床等の許可申請の内容 
に関する協議 
 （法30の14③） 

医療機関が開設・増床等の許可申請を
した場合に随時開催 

許可申請をした医療機関及び当該申請に係
る利害関係者等に限って都道府県が選定 

⑥過剰な病床機能への転換に関す
る協議 
 （法30の15②） 

医療機関が過剰な病床機能に転換しよ
うとする場合に随時開催 

転換をしようとする医療機関及び当該転換
に係る利害関係者等に限って都道府県が選
定 

（地域医療策定ガイドラインより抜粋） 
議事、開催時期、参加者について 

議長等：都道府県関係機関、医師会の代表など（利益相反が生じないよう、あらかじめ代理者の規定を定める） 

都道府県：参加を求めなかった病院・有床診療所へ書面・メールでの意見提出などにより幅広い意見表明の機会を設けることが望ましい 

「地域医療構想調整会議」の議事内容等（案） 



地域医療構想を実現するための都道府県知事の権限 

公的医療機関等（※） その他の医療機関 

病院の新規開
設等 への対
応 

 

 都道府県知事は、開設許可等の際、不足している医療機能を担う等の条件を付
与することができる。 

過剰な医療機
能に転換し
ようとする
場合 

 

 都道府県知事は、病床機能報告における基準日（毎年7/1
現在）病床機能と基準日後病床機能（６年後）とが異なる場
合、当該報告を行った医療機関の所在地を含む構想区域の基
準日後病床機能に係る病床数が、病床の必要量（必要病床
数）に既に達しているときは、当該医療機関に対し協議の
場（地域医療構想調整会議）等において医療機能を転換す
る理由の説明等を求めることができる。 
 都道府県知事は、その理由がやむを得ないものと認めら
れないときは、都道府県医療審議会の意見を聴いて、基準
日後病床機能に変更しないこと等を「命ずる」ことができ
る。 

「命ずる」を 

「要請」に読替 

「協議の場」
の協議が調
わない場合 

 都道府県知事は、協議の場における協議が調わない等の
際には、都道府県医療審議会の意見を聴いて、不足してい
る医療機能に係る医療を提供すること等を「指示」するこ
とができる。 

「指示」を 

「要請」読替 

（※）国公立、独法（国大、国病、労災、JCHO等）、日赤、JA、済生会など（社会医療法人は「その他」↑ ） 

   本県内：各公立病院、高知大学、国立高知、JCHO高知西、高知赤十字、JA高知 



地域医療構想調整会議関係

病床調整の手続（案）について

⑤開設・増床等の許可申請の内容に関する協議（法30条の14）

⑥過剰な病床機能への転換に関する協議（法30条の15）

医療法　第30条の14　第3項

医療法　第30条の15　第1項・第2項

医療法施行規則　第30条の33の9　第1項・第2項

(※)に係る調整の対象

○第7条第5項に規定する申請をした者は、当該申請に係る病院の開設若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更又は診
療所の病床の設置若しくは診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更に関して、医療計画において定める地域医療構想の達成
の推進のため、協議の場における協議に参加するよう都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。

○都道府県知事は、第30条の13第1項の規定による報告＜病床機能報告＞に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる場
合その他の厚生労働省令で定める場合において、当該報告をした病床機能報告対象病院等（以下この条及び次条において「報告病院
等」という。）の所在地を含む構想区域における病床機能報告対象病院等の病床の当該報告に係る基準日後病床機能に係る病床の機
能区分に応じた数が、医療計画において定める当該構想区域における当該報告に係る基準日後病床機能に係る病床の機能区分に応
じた将来の病床数の必要量に既に達しているときは、報告病院等の開設者又は管理者に対し、当該報告に係る基準日病床機能と基準
日後病床機能とが異なる理由その他の厚生労働省令で定める事項（以下この条において「理由等」という。）を記載した書面の提出を求
めることができる。

○都道府県知事は、前項の書面に記載された理由等が十分でないと認めるときは、当該報告病院等の開設者又は管理者に対し、協議
の場における協議に参加するよう求めることができる。

○法第30条の15第1項の厚生労働省令で定める場合は、病床機能報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる場合と
する。

○法第30条の15第1項の厚生労働省令で定める事項は、当該病床機能報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる理
由及び当該基準日後病床機能の具体的な内容とする。

■基準病床数を超えるor過剰な医療機能への転換
　⇒調整会議への参加を求める（⑥で協議済みは除く）
◆許可の適否（公的医療機関等）、勧告の要否（その他の
医療機関）を協議
◆許可が適当とする場合は、不足機能の医療機能を担うこ
との条件付与の要否
・同一市町村内への移転開設（増床なし）は調整対象外
・特例病床制度の適用の場合も調整の対象とする

＜病院＞
開設、増床、病床種別の変更の申請
＜診療所＞
病床の設置、増床、病床種別の変更の申請
【法第７条第５項に基づく申請をした場合】

調整の要否 調整等の内容

病床機能報告にお
いて選択された当
該年度の病床機能
と６年後の病床機
能が異なる場合

当該選択された６年後の病床機
能が、現状においてすでに過剰
な病床機能（高度急性期、急性
期、慢性期）である場合
【法定された調整を要する案件】

■理由等を記載した書面の提出を求め、これを確認のう
え、理由等が十分でない場合は調整会議への参加を要請
◆現状よりも経営資源の規模の拡充（設備投資や人員の
増）がない案件に係る転換意向を優先（※）

◆県から、回復期病床の転換補助金（病床機能分化促進
事業）の活用を働き掛け
◆上記補助金の活用希望がある場合は、県において評価
調書を作成し、調整会議へ意見照会

当該報告された６年後の病床機
能が、現状において不足してい
る病床機能（回復期）である場合
【法定された調整を要さない案
件】

地域医療
構想の達
成の推進
のため

高度急性期 急性期 回復期 慢性期
高度急性期 － － －
急性期 ○ － －
回復期 ○ ○ －
慢性期 ○ ○ －

６年後の機能

当該年度
の機能



 

回復期病床の転換補助金（病床機能分化促進事業）について 

 

 

【事業概要】 

回復期リハビリテーション病棟又は地域包括ケア病棟等として必要な病棟の新

設、増改築、改修を行う医療機関の支援を実施し、地域医療構想の推進を図る。 

 

 

【事業の決定について】 

単に必要病床数と比較するだけではなく、地域医療構想の実現に資するものと

して地域の需要や実情に適合しているかという点について、各地域の地域医療

構想調整会議へ意見を求め、これを踏まえたうえで事業決定を行う。 

 

 

【事業採択基準】 

 

１ 構想区域の回復機能病床が、不足していること。 

 

２ 事業内容が、補助要綱に適合すること。 

・新設、増改築、改修が施設基準に適合すること。 

・設備はリハビリテーションに使用するものであること。 

 

３ 地域医療構想の実現に寄与すること。 

＜考慮すべき項目＞ 

（１）継続性 

  ・需要予測（これまでの実績等） 

・人材確保の状況（人員基準に適合する従事者が確保されているか） 

（２）連携 

・病病間連携の状況（患者の紹介状況等） 

・介護等連携の状況（介護関係者との協議状況） 

・地域連携の状況（市町村等の協議状況） 

 

 

 

 

  



 
病床機能分化促進事業  

事業フロー図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

承認 

（調整会議からの意見を踏まえ） 

非承認 

（調整会議からの意見を踏まえ） 

補助事業についての相談等（事業者） 

事業評価調書に係る事業計画書等の作成指導

（県） 

交付決定（県） 

事業評価調書の作成（県） 

評価調書に対する意見（調整会議） 

交付申請書の提出（事業者） 

事業計画書等の提出（事業者） 

 

事業実施（事業者） 

実績報告（事業者） 

補助金支払い（県） 

状況報告等（事業者） 

中止等 



１　申請病床数と構想区域における必要病床数（回復期機能）について

２　補助金交付要綱の要件

３　地域医療構想の実現に対する寄与

・ 有 ・ 無

・

有 ・ 無

・

有 ・ 無

・ 有 ・ 無

※交付申請に先立って提出された、事業計画書（別紙２・３）に基づき評価を行うものであること

＜回復期リハビリテーション病棟＞
・リハビリテーション科を標榜

＜地域包括ケア病棟＞　※次のいずれかに該当
・在宅療養支援病院の届出
・在宅療養後方支援病院の届出
・医療計画に記載されている第二次救急医療機関
・救急告示病院

リハビリテーション科

在宅療養後方支援病院の届出

医療計画に記載の第二次救急
その他の要件

棟

床

病棟数

病床数

救急告示病院への該当

在宅療養支援病院又は

医療機関への該当

名

名

名

名

名

名

急性期病院及び在宅支援診療所等との連携がで
きていること

在宅への退院調整支援として介護サービス事業者
等との連携ができていること

在宅への退院調整支援として包括支援センター等
との連携ができていること

病病（診）連携

介護等連携

地域等連携

最近の連
携状況に
ついて

人材確保の状況

＜回復期リハビリテーション病棟＞
・専任の医師１名以上、専従の理学療法士２名以
上、作業療法士１名以上（病棟ごと）
・看護職員の数15対1以上

＜地域包括ケア病棟＞
・専任の在宅復帰支援担当者1名以上
・専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法
士又は専従の言語聴覚士が１名以上
・看護職員の数が13対1以上(様式9の3)

医師

看護師

理学療法士

作業療法士

在宅復帰支援担当者

言語聴覚士

項目 状況 チェック事項 適否

需要予測等

＜回復期リハビリテーション病棟＞
厚生支局届出様式49

＜地域包括ケア病棟＞
厚生支局届出様式50

適否

リハビリテーションに使用する医療機器又は医療
機器に付随するものか

項目 申請内容 チェック事項

高知県内での許可等の内容を確認

（片側・両側居室）

・床面積は、患者1人につき、6.4㎡以上か
・廊下の幅は内法による測定で、1.8m以上（両側に
居室の場合は、2.7m以上）
・患者の利用に適した浴室及び便所が設けられて
いること

補
助
対
象
事
業

補助対象者

施設整備

設備整備
用途及び種別

㎡／人

ｍ

床面積

廊下幅

申請構想区域名 申請病床数（回復期） 構想区域の必要病床数（回復期）

床

適否

病床機能分化促進事業　評価調書（案）



様式 49 

回復期リハビリテーション病 棟入院料〔 〕の施 設基準に係る届出書 添付書類 

入  

 

院 

 

患 

 

者 

 

の 

 

構 

 

成 

平均数算出期間 年  月  日～  年  月  日 

当該病棟の１日平均入院患者数  ① 名 

脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、く
も膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、

脳炎、脊髄炎、多発性神経炎、多発性
硬化症、腕神経叢損傷等の発症、義肢

装着訓練を要する状態又は手術後２か

月以内（再掲）          ②           

名 

大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関
節の骨折の発症、二肢以上の多発骨折

の発症後又は手術後等２か月以内（再

掲）              ③ 

名 

外科手術又は肺炎等の治療時の安静に
より生じた廃用症候群を有しており、

手術後又は発症後２か月以内（再掲）                  

④ 

名 

大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関
節の神経、筋又は靱帯損傷後１か月以

内（再掲）           ⑤ 

名 

股関節又は膝関節の置換術後１か月以

内（再掲）            ⑥ 

 

名 
 

②～⑥に準ずるもの（再掲）   ⑦ 名 

小計（②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦）   

⑧ 
名 

入院患者の比率       ⑧／① ％ 

常

勤

従

業

者 

職   種 氏   名 専従・専任 

医   師   

理学療法士 

 
 

 

 

作業療法士 
  

言語聴覚士   

社会福祉士等   

病棟の面積 平方メートル（１床当たり面積   平方メートル） 

病室部分の面積 平方メートル（１床当たり面積   平方メートル） 

病室に隣接する廊下幅 メートル 



［記載上の注意］ 

  １ 入院患者の構成は、直近１か月の実績について記載すること。 

  ２ 病室部分の１床当たりの面積は、１床当たり面積が最小の室について

の値を記入すること。 

  ３ 入院基本料の届出書の写しを添付すること。 

  ４ 心大血管疾患リハビリテーション料（Ⅰ）、脳血管疾患等リハビリテー

ション料（Ⅰ）から（Ⅲ）まで、運動器リハビリテーション料（Ⅰ）又

は（Ⅱ）、呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）の届出書の写しを添付する

こと。 

５ 当該届出に係る病棟の配置図及び平面図（面積等がわかるもの）を添

付すること。 

６ 様式５から９及び様式 20 を添付すること。 



様式50

(いずれかに○)
理　学　療　法　士
作　業　療　法　士
言　語　聴　覚　士

（専従となった年月：　　年
月）

(3)　うち、在宅強化型施設又は在宅復
帰・在宅療養支援機能加算の届出を行っ
ている施設

(5)　うち、有床診療所在宅復帰機能強
化加算又は有床診療所療養病床在宅復帰
機能強化加算の届出を行っている施設

(7)　うち、在宅復帰機能強化加算の届
出を行っている病棟

(10)　うち、在宅復帰機能強化加算の届
出を行っている病棟

(9)　自院の療養病棟

名

□

□

④　③のうち一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準
を満たす患者の延べ数

名

   当該病棟専任の在宅復帰支援担当者氏名

当該病棟の病室部分の面積

重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合
（④／③）

％

⑤　直近６月間における退院患者数
（算出期間　　年　　月　　日～　　年　　月　　日）

地域包括ケア病棟入院料１・２（どちらかに○）の
施設基準に係る届出書添付書類

病　　棟　　名

看護補助者配置加算に係る届出

看護職員配置加算に係る届出

　　　　　　　　　　　　　　　　㎡
（１床当たり面積  　　　㎡）

名
③　当該病棟の入院患者延べ数
(算出期間（1か月）　　年　　月）

当
該
病
棟
の
状
況

(6)　他院の療養病棟

名

「注２」に規定する点数の届出 □

名

名

⑥　直近６月間における転棟患者数
（算出期間　　年　　月　　日～　　年　　月　　日）

名

在宅等へ退出した患者の割合
((1)＋(3)＋(5)＋(7)＋(10))/(⑤＋⑥)

名

(8)　(1)～(7)を除く病院

％

名

病床数
当該病棟

〔一般 ・ 療養〕

名

(2)　介護老人保健施設

　 当該病棟専従の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

（専任となった年月：　　年　　月）

床

内訳

名

(4)　有床診療所 名

名

名

内訳

(1)　在宅(自宅及び居住系介護施設等)



医
療
機
関
の

状
況

〔記載上の注意〕

１ 　届出に係る病棟ごとに記入すること。

２ 　届出に係る病棟ごとに様式９の３を記載し添付すること。

３ 　データ提出加算及び疾患別リハビリテーションの届出の写しを添付すること。

４ 　当該病棟の配置図及び平面図（面積等がわかるもの）を添付すること。

５ 　医療機関の状況については、各区分に該当することがわかる書類を添付すること。

6

7 　看護職員配置加算又は看護補助者配置加算を届け出る場合は様式13の３を添付すること。

廊下幅の基準を満たさない場合における大規模改修等の予定
着工予定　　　年　　月

完成予定　　　年　　月

　注２に規定する点数に係る病室は、別紙２に掲げる地域に所在する保険医療機関（特定機能病院、200床以上の病院、Ｄ
ＰＣ対象病院、一般病棟７対１入院基本料及び一般病棟10対１入院基本料を算定している病院を除く）において、届出が可
能である。

□　在宅療養支援病院の届出
□　在宅療養後方支援病院の届出を行っており、在宅患者の直近１年間の受入実績が３件以上
□　都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関
□　救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であること。



別紙２

区分 費　目 面　積 単　価 金　額 備　考
㎡ 円 円

補
助

１ 施設整備の規模及び構造等 対
　敷地面積 （　　　  ）㎡ 象
（自己所有地・借地・買収（予定）の別 ）※該当に○ 外

 （新築・増改築　／ 改修／ 設備整備　）※該当に○ 事

建築面積（　　　　㎡） 業
延床面積（　　　　㎡） 分

小計②

４ 財源内訳
区　　分 金　　額 備　　考

（１）県補助金
（２）市町村補助金
（３）地方債

　着工 平成　　年　月　日～ 竣工 平成　　年　月　日 （４）寄附金
（５）借入金

区分 面　積 単　価 金　額 備　考 （６）自己財源他
㎡ 円 円

５　その他参考事項（整備理由等）

注：設備整備のみの場合は、「３施設整備費内訳」及び「４財源内訳」は記載不要です。

　（内 訳）

合計①＋②

円

費　目

病棟数　　整備前（　　　　棟）　　整備後（　　　　棟）

病床数　　整備前（　　　　床）　　整備後（　　　　床）

施設基準届出予定日　平成　　年　　月　　日
算定開始予定日　平成　　年　　月　　日

小計①

計

病棟数　　整備前（　　　　棟）　　整備後（　　　　棟）

病床数　　整備前（　　　　床）　　整備後（　　　　床）

施設基準届出予定日　平成　　年　　月　　日
算定開始予定日　平成　　年　　月　　日

３ 施設整備費内訳

整
備
病
床
情
報

２ 施工状況

回復期リハ
ビリ病棟

工事の施工方法
施　工　期　間

　（　直営　・　請負　）　※該当に○

地域包括ケ
ア病棟

補
助
対
象
事
業
分

事　業　計　画　書

施設所在地

構造（　　　　造）（　　　　）階建

病床機能分化促進事業

敷地の状況

事業の種別

 建物の構造
及び面積

事業の名称
開設者名 施　設　名



別紙３

１　施　設　名

２　事業の名称

３　設備整備の内容

区分 品名 規格 数量 単価 金額 設置場所

（１）補助対象事業分 円 円

小計① － － － － －

（２）補助対象外事業分 円 円

小計② － － － － －

合計①＋② － － － － －

※　設置場所を明示した建物平面図を添えてください。

事　業　計　画　書　（　設　備　整　備　）

病床機能分化促進事業（設備整備）


